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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
東
京
都
公
報
特
定
調
達
公
告
版
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
財
務
局
経
理
部
総
務
課
）…
一

公

告

○
令
和
七
年
台
風
第
二
十
二
号
に
伴
う
災
害
に
係
る
災
害
救

助
法
の
適
用
…
…
…
…（
総
務
局
総
合
防
災
部
防
災
管
理
課
）…
一

○
災
害
救
助
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
知
事
の
事

務
の
一
部
委
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
一

○
土
地
収
用
法
に
よ
る
収
用
の
裁
決
手
続
開
始
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
収
用
委
員
会
）…
一

規

則

東
京
都
公
報
特
定
調
達
公
告
版
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
一
月
十
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
一
号

東
京
都
公
報
特
定
調
達
公
告
版
発
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

東
京
都
公
報
特
定
調
達
公
告
版
発
行
規
則
（
平
成
七
年
東
京
都
規

則
第
二
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
す
る
と
と
も
に
、
起
案
文
書
（
電
子
決
定
方

式
に
よ
り
決
定
済
み
の
起
案
文
書
に
あ
っ
て
は
、
当
該
起
案
文
書
に

係
る
事
案
の
内
容
を
文
書
総
合
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
記
録
し

た
紙
の
こ
と
を
い
う
。
）
を
送
付
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

災
害
救
助
法
の
適
用
に
つ
い
て

令
和
七
年
十
月
八
日
発
生
の
令
和
七
年
台
風
第
二
十
二
号
に
伴
う

災
害
に
関
し
同
日
か
ら
利
島
村
、
新
島
村
、
神
津
島
村
、
三
宅
村
、

御
蔵
島
村
、
八
丈
町
及
び
青
ケ
島
村
の
区
域
に
災
害
救
助
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
に
よ
る
救
助
を
実
施
す
る
。

令
和
八
年
一
月
十
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

災
害
救
助
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
知
事

の
事
務
の
一
部
委
任
に
つ
い
て

令
和
七
年
十
月
八
日
発
生
の
令
和
七
年
台
風
第
二
十
二
号
に
伴
う

災
害
に
関
し
同
日
か
ら
利
島
村
、
新
島
村
、
神
津
島
村
、
三
宅
村
、

御
蔵
島
村
、
八
丈
町
及
び
青
ケ
島
村
の
区
域
に
対
す
る
救
助
を
実
施

す
る
に
当
た
り
、
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八

号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第
四
条
第
一
項
及
び
災
害

救
助
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
二
百
二
十
五
号
）
第
二
条

に
規
定
す
る
救
助
の
う
ち
、
次
の
救
助
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
各

町
村
長
へ
委
任
す
る
。

令
和
八
年
一
月
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

避
難
所
及
び
応
急
仮
設
住
宅
の
供
与

二

炊
き
出
し
そ
の
他
に
よ
る
食
品
の
給
与
及
び
飲
料
水
の
供
給

三

被
服
、
寝
具
そ
の
他
生
活
必
需
品
の
給
与
又
は
貸
与

四

医
療
及
び
助
産

五

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

六

被
災
し
た
住
宅
の
応
急
修
理

七

学
用
品
の
給
与

八

災
害
に
よ
っ
て
住
居
又
は
そ
の
周
辺
に
運
ば
れ
た
土
石
、
竹
木

等
で
、
日
常
生
活
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
の
除
去

土
地
収
用
法
（
昭
和
２６年

法
律
第
２１９号

）
第
４５条

の
２
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
収
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

令
和
８
年
１
月
１４日

東
京
都
収
用
委
員
会

会
長

松
尾

弘

１
起
業
者
の
名
称

西
東
京
市

２
事
業
の
種
類

西
東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
３
・
４
・
２４号

田

無
駅
南
口
線
交
通
広
場

３
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、

地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

４
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

���������

別
記
の
と
お
り

５
土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏

名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

６
裁
決
手
続
開
始
決
定
年
月
日
令
和
７
年
１２月

２５日



令和8年1月14日（水曜日）東 京 都 公 報（第18465号） ２

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


